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４ 月１１日（金）の午後 6時から 7時まで、大阪駅
南側の南東バスターミナル前にて、ワタシのミライ・
大阪による「グローバル気候アクション～石炭なく
せ、原発とめろ～」を開催しました。これは、 ４月
１１日に全世界で行われる「グローバル気候ストライ
キ」に合わせたものです。
当日は２5名の参加があり、各自持ち寄ったプラカ
ードや横断幕を掲げ、地球温暖化の原因となる石炭
火力発電の廃止や、原発停止をアピールしました。
またマイクで道行く人にそれぞれの想いを、さらに
はみんなで声を合わせて、温暖化対策の強化などを
訴えました。

今回の開催場所である大阪駅の南側は初めてでし
たが、人の流れが途切れることはありませんでし
た。ただ忙しい帰宅時間ということもあって、残念

ながら足を止めたり、チ
ラシを受け取ってくださ
る方は少なめでした。そ
れでも、用意していた
１00枚は全て手渡すこと
ができました。
一方うれしいこともあ

りました。この日は、インスタグラムの投稿を見た
という２0代前半の女性が参加してくれました。自作
のプラカードを持参して、マイクスピーチもしてく
れました。今後はこのように、若い人の参加を増や
し、活動の幅を広げていければと思います。
� 竹村　久（CASA事務局長）
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特　集 CASA報告書「日本は脱炭素・脱原発社会を実現できる
─2035年までにCO2排出量を80％削減が可能」

1 ． 「第 7次エネルギー基本計画」は
「1.5℃目標」を達成できない

２0２４年の世界平均気温は産業革命前よりも１.55℃
上昇し、気候危機が現実になりつつある。この人類
存続の危機を回避するためには、国際社会がIPCC
報告書の「１.5℃目標」シナリオに適合した脱炭素社
会を早急に構築するしか方法がない。「１.5℃目標」
に抑制するカーボンバジェット（炭素予算）の残りは、
２0１9年の世界CO２排出量の約１１年分（２0２0年を起点）
と推計されている（IPCC第 6次評価報告書、「１.5℃
目標」達成確率50％の場合）。「１.5℃目標」のカーボ
ンバジェットを満たすためには、世界のCO２排出量
を２0３0年に４8％削減、２0３5年に65％削減、２0４0年に
80％削減、２050年にほぼ排出ゼロ（いずれも２0１9年
比）にする必要がある。
しかし、日本政府が２0２5年 ２ 月に閣議決定した

「第 7次エネルギー基本計画」（エネ基）では、化石
燃料への依存が継続されるため、「１.5℃目標」を到
底達成できない。また、原発には事故リスクや放射
性廃棄物の処理といった技術面や社会合意で決定的
な問題があり、速やかに全ての原発を停止すべきで
ある。さらに、水素やCCS・CCUSなど「革新的技
術」は、カーボンバジェットの残存期間中での実用
化の目処が立っておらず、しかも極めて高コストで
ある。つまり、エネ基の内容では、環境・社会・経
済の観点で持続可能な社会の展望が描けないと言わ
ざるをえない。
それでは、日本において脱炭素社会への移行は実
現可能なのだろうか。

2 ．「CASA2050モデル」の試算結果
CASAは、これまでに「CASA２0３0モデル」など

のCO２排出削減可能性のシミュレーションモデル
を開発してきた（「CASAレター」9１号を参照）。今
回の「CASA２050モデル」は、２050年までの国内
CO２排出量（エネルギー起源）の削減可能性を分析
するために、「CASA２0３0モデル」をベースにしてボ
トムアップ型モデル（対策の効果を積み上げた定量
分析）をアップデートした。そして、産業連関分析
を用いて対策による経済影響を試算した。
以下では、既存技術の省エネ促進と再生可能エネ

ルギー（再エネ）普及を想定した「CASA対策ケー
ス」の試算結果を中心に示していく。

（ １ ） 　CO2排出量（エネルギー起源）
「CASA対策ケース」を実施した場合、CO２排出
量（エネルギー起源）は、２0３0年に２0１9年比6４％削
減（２0１３年比70％削減）、２0３5年に同比80％削減（同
比8３%削減）、２0４5年に同比97％削減（同比97％削
減）、２050年に同比98%削減（同比99%削減）が可能
である【図 １】。なお、森林吸収や外国からの排出

図 １ ：CO2排出量（エネルギー起源）の推移
　　　　　　　　　　　（CASA対策ケース）
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枠購入をCO２排出削減効果として見込んでいない。
「CASA対策ケース」では、CO２排出量が２0４5年
に３,４00万㌧、２050年に１,800万㌧となる【図 １】。
この時点で排出がゼロとならない理由は、素材製造
業の高温熱利用、水産業（漁船）、船舶航空燃料に
おいて、化石燃料の消費が残っているためである。
新技術の再エネ燃料を導入する「CASA対策＋新技
術ケース」では、２0４5年にCO２排出量（エネルギー
起源）がゼロになる。「CASA対策ケース」と「CASA
対策＋新技術ケース」はいずれも「１.5℃目標」のカ
ーボンバジェットの範囲にかろうじて収まる。
なお、CO２排出量（エネルギー起源）以外でも既
存技術を普及すると、温室効果ガスの排出量は２0３0
年に65％削減、２0３5年に75%削減、２0４0年に90％削
減、２050年に97％削減可能と試算された（いずれも
２0１9年比）。植林などによる吸収量を排出削減量に
見込むと、温室効果ガスの実質排出ゼロが十分に可
能である。
留意すべき点として、 １つは、２0３0年までに急速
に排出削減対策を進めてバジェットの残余を引き延
ばさなければいけない。もう １つは、ここで想定し
たカーボンバジェットは２0１9年の排出実績（いわば
既得権）に基づいた多排出国にとって有利な配分で
あり、人口比で配分した場合の発展途上国のカーボ
ンバジェットの相当量の一部を奪っていることを意
味する。過去の排出責任という観点からも、日本を
含む先進国は、発展途上国の排出削減対策や適応策
の促進に向けた支援を行うべきである。

（ 2 ） 　一次エネルギー供給量と最終エネルギー消費
量

「CASA対策ケース」の一次エネルギー供給量の
推移を図 2に示す。省エネ対策の実施により、一次
エネルギー供給量が２0３0年に向けて急激に減少す
る。エネルギー種別では、再エネが２0３0年までに大
きく増加し、２0４0年以降は再エネが一次エネルギー
全体の 9割を占める。一方、石炭と石油が大きく減

少し、原子力はゼロになり、天然ガスもほぼゼロに
なる。
部門別の最終エネルギー消費量の推移を図 3に示

す。２0３5年の最終エネルギー消費量は２0１9年比で半
分以下に減少する。各部門で想定した省エネ対策
は、工場などでの省エネ法のベンチマークの達成、
住宅・建築物の断熱化、設備機器の省エネ化、更新
時の電気自動車化などである。
とくに業務部門と家庭部門では、建築物の断熱対

策の進展が最大の省エネ効果をもたらす。建築物
は、ストックベース全体の １ %が高断熱新築に替わ
り、同じく １％が断熱改修され、２050年にZEB・
ZEH値基準や欧州並みの上位断熱基準を達成する
【図 ４】。あわせて、建築物の気密化と遮熱対策を実

図 3 ：最終エネルギー消費量の推移

図 2 ：一次エネルギー供給量の推移
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施していく。また、新築・改修時に、80％が電化、
２0％が再エネ熱を選択していく。なお、定量化が困
難な省エネ行動の効果は見込んでいない。

（ ３ ） 　発電設備容量と発電電力量
電力について、再エネ発電の発電電力量の推移を

図 5に示す。２050年に最も多い発電電力量は陸上風
力（４,9１7億kWh）であり、次いで洋上風力（４,４5３
億kWh）、太陽光農地等（３,２１8億kWh）、太陽光屋
根（１,8２6億kWh）の順となる。
総発電電力量の推移を図 6に示す。再エネ発電が

発電電力量全体に占める割合（自家発を含む）は、
２0２２年に２２%、２0３0年に60%、２0４0年に１00%になる。
再エネ発電が大きく増産されても、年間のどの １時

間でも電力不足が発生しないことを電力需給シミュ
レーションで検証・確認している。なお、再エネ開
発は、各地で地域紛争の発生が問題となっている
が、自然破壊や生活公害の防止、地域経済への還元
などを条件とし、地域社会の合意を必要不可欠とす
べきである。
一次エネルギー供給量に占める再エネの割合は現

状では小さいが、「CASA対策ケース」では２0４5年に
9１%まで大きく増加する。「CASA対策＋新技術ケ
ース」では、２0４5年に素材製造業の高温熱利用や水

（a）業務部門

図 5 ：再エネ発電の発電電力量（CASA対策ケース）

図 6 ：総発電電力量の推移（CASA対策ケース）

（b）家庭部門

図 4 ：断熱基準別の断熱建築割合
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CASA報告書「日本は脱炭素・脱原発社会を実現できる─2035年までにCO2排出量を80％削減が可能」

産業（漁船）、船舶航空の燃料での化石燃料の消費
量がゼロとなり、一次エネルギー供給量全体でも再
エネ１00％になる。

3 ．経済的影響
化石燃料の輸入額は２0２２年に３5兆円と貿易赤字の

主因であったが、「CASA対策ケース」の脱炭素対策
の実施により、２0３5年に 7兆円、２0４0年には １兆円
へと大幅に減少する。また、再エネへの設備投資が
２0２5～２050年の年平均で１5兆円必要となる。しかし
ながら、再エネと化石燃料などによる光熱費の総額
は、２0２２年の5４兆円をピークに２0４0年の２３兆円へ大
幅に減少する【図 7】。
また、２0２0年産業連関表を用いて、「CASA対策
ケース」で必要となる設備費、光熱費削減と再エネ
売電収入の一部が支出に回る分について、経済効果
を試算した。経済波及効果は、２0３0年に7３兆円、
２0３5年に88兆円に達する【図 8】。
２0４0年の経済波及効果は、光熱費削減が59兆円、
設備費が４8兆円、計１07兆円と推計された。また、
雇用創出は、設備費が２0３5年に２5３万人、光熱費削
減と再エネ売電が２66万人、合わせて5１9万人であ
る。

化石燃料依存の場合には光熱費の大半が海外へ流
出していたが、国内再エネ普及の場合ではその多く
が域内循環するので、地域経済への波及効果が大き
くなる。

4 ．まとめ
現在進行している気候危機は、世界に深刻な被害

をもたらしており、「１.5℃目標」のカーボンバジェ
ットに適合した脱炭素社会への移行が急務になって
いる。
「CASA２050モデル」の研究によると、（ １）日本は

「革新的技術」を用いずに既存技術の省エネと再エ
ネを普及していくことで、脱原発を実現し、「１.5℃
目標」のカーボンバジェットを満たした脱炭素社会
の構築が十分可能であること、しかも、（ ２）脱炭素
対策の実施は光熱費の削減や経済効果の創出につな
がるので、経済合理性に適うという結論が導かれ
た。速やかに脱炭素対策を実施して「２0３5年80％削
減」を目指すべきである。

� 上園　昌武（CASA理事・北海学園大学）

図 7 ：国内光熱量の内訳（化合燃料と再エネ） 図 8 ：「CASA対策ケース」による経済波及効果
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報　告 2023年の温室効果ガスの排出量

環境省は ４月２5日に２0２３年の温室効果ガスの排出量＊ 1を公表しました。排出量は１0億7,１00万トン
（CO２換算）で、前年度比 ４％の削減となりました。吸収量は5,３70万トン（前年度比0.２％削減）で、
実質排出量は１0億１,7３0万トンとなりました。温室効果ガスの排出量の概要について報告します。

排出量

日本の温室効果ガスの排出量は、１990年以降、増
加傾向にありましたが、２0１３年をピークに減少して
います。２0２３年度実績は、２0１３年度からは２３.３％の
減少となっています。
減少要因は、エネルギー消費量の減少及び電力の
脱炭素化（再エネ拡大及び原発再稼働）に伴う電力
由来のCO２排出量の減少等としています。
温室効果ガスの構成比は、二酸化炭素（CO２）が
9２.３％とその大部分を占めています。次いでメタン
（CH４）が２.7％、一酸化二窒素（N２O）が１.5％、代
替フロン等その他が３.5％となっています。最大の
排出量のCO２のほとんどはエネルギー起源での化
石燃料の燃焼で発生するものです。
部門別排出量
温室効果ガスの排出量の大部分（全体の86.１％）
を占めるのはエネルギー起源のCO２排出量です。そ
れを部門別について見てみます。
部門別排出量を考える場合、発電及び熱発生に伴

うエネルギー起源CO２排出量を、発電所などの生産
者側の部門に計上する方法（直接排出）と、それら
を、各部門の消費者側に配分して計上する方法（間
接排出）があります。直接排出で見ると発電所や製
油所等のエネルギー転換部門の構成比は最も多い約
４３％を占めています。部門別でみる場合、日本では
主に間接排出で報告されているので、ここでは間接
排出で見ていきます。

①　産業部門（工場など）
・前年度比△ ４％、２0１３年度比△２6.7％
・減少要因は、電力のCO２排出原単位が改善したこ
と、製造業における国内生産活動が減少したこと
等。長期では、省エネの進展も貢献しています。

②　運輸部門（自動車等）
・前年度比△0.7％、２0１３年度比△１5.２％
・減少要因は、エネルギー消費効率が向上したこと
や旅客自動車の利用や貨物輸送の輸送量が減少し
たこと等。長期的には燃費等の改善も影響してい

図 １ ：我が国の温室効果ガス排出・吸収量の推移

図 2 ：部門別のCO2の排出量（電気・熱配分後）
（報告文書より筆者作成）

＊ １　２0２３年度温室効果ガス排出量及び吸収量（詳細）　https://www.env.go.jp/content/000３１0２４４.pdf
　　　２0２３年度温室効果ガス排出量及び吸収量（概要）　https://www.env.go.jp/content/000３１0２４３.pdf

https://www.env.go.jp/content/000310244.pdf
https://www.env.go.jp/content/000310243.pdf
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ます。
③　業務・その他部門（商業・サービス・事務所等）
・前年度比△6.２％、２0１３年度比△２9.7％
・減少要因は、エネルギー消費原単位が改善しエネ
ルギー消費量が減少したこと、電力のCO２排出原
単位が改善したこと等。長期的には、省エネの進
展も貢献しています。

④　家庭部門
・前年度比△0.7％、２0１３年度比△２9.7％
・減少要因は、冬季が２0２２年度より暖かかったこ
と、電力のCO２排出原単位が改善したこと等。長
期的には省エネの進展が影響しています。

⑤　エネルギー転換部門（発電所・製油所等）
・前年度比△３.8％、２0１３年度比△２３.7％
・減少要因は、石油製品製造及び事業用発電におけ
る排出量が減少したこと等。

電源構成比
温室効果ガスの排出量を削減するためには、直接
排出で最も構成比の高いエネルギー転換部門（発電
所等）で、特に化石燃料の削減をすることが重要で
す。発電の電源構成比（図 ３）を見ると、２0２３年度で、
化石燃料の構成比が68.6％と全体の ３分の ２に上っ
ています。ここ数年は減少傾向にありますが、２0１0
年の構成比とほとんど変わっていません。一方で再
生可能エネルギー比は２２.9％しかありません。早期
の再エネの比率の拡大が求められます。

排出量削減目標
政府は、２0３0年度の温室効果ガスの削減目標を
２0１３年度比で４6％の削減としていましたが、 ２月の

地球温暖化対策計画の改定で、２0３5年度の排出削減
目標を60％削減、２0４0年度の削減目標を7３％削減（い
ずれも２0１３年度比）とすることを決定しました。

図 ４は環境省の作成資料で、削減は順調に進んで
おり、今後の目標も今の削減の推移で達成可能のよ
うに見えますが、これは、排出量が一番多い２0１３年
を基準としたもので、他の多くの国では１990年を基
準に削減目標を策定しています。日本も世界と同様
の１990年度比でみると以下の図のようになります。
１990年から考えると、日本はさらなる削減の努力が
必要であることがわかります。

「１.5℃目標」の達成のためには、一刻も早い温室
効果ガスの削減が求められています。現時点での日
本の削減は、主に国内生産や消費活動の低下、省エ
ネやエネルギー効率化によるところが大きく、再エ
ネへのエネルギー転換の部分は進んでいません。
早急な脱化石燃料と再エネ１00％への政策転換が

必要です。
� 宮崎　学（CASAスタッフ）

図 3 ：電源構成比の推移グラフ

図 5 ：１990年からの排出量の推移（筆者作成）

図 4 ：2050年ネット・ゼロに向けた進捗
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報　告 日本の気候変動2025

文部科学省と気象庁は、 ３月に「日本の気候変動２0２5─大気と陸・海洋に関する観測・予測評価
報告書─」（日本の気候変動２0２5、以下本報告）＊ 1を公表しました。２0２0年以来の発行で、新たに
極端現象の発生頻度に関する情報を提供する等、「日本の気候変動２0２0」以降の最新の知見及びその
成果を積極的に盛り込んでいます。本報告について、その概要を報告します。

地球温暖化と気候変動とシナリオ
「地球温暖化対策の推進に関する法律」のもとで
は「地球温暖化」は、人為起源の温室効果ガスの排
出などによって地球の平均気温が上昇することと
し、「気候変動」は、自然変動や地球温暖化が原因と
なって、気温や降水量などの気候の諸要素にもたら
される様々な変化をさします。
本報告での気候変動の予測に関しては、IPCC第
6次評価報告書で用いられたシナリオ「 ２℃上昇シ
ナリオ（SSP１ - ２.6）」と「 ４℃上昇シナリオ（SSP5 -
8.5）」、あるいはIPCC第 5次評価報告書で用いられ
たシナリオ「 ２℃上昇シナリオ（RCP２.6）と「 ４℃
上昇シナリオ（RCP8.5）に基づく予測結果を記述し
ています。これらの ２℃と ４℃の両者の結果を比較
することで、パリ協定の目標が達成された状態と、
目標が達成されず地球温暖化が著しく進行した状態
との違いが分かるとしています。

気候変動に関する諸要素の変化のまとめ
①　人間活動に伴い、大気中の温室効果ガス濃度は
増加し続けている。大気中の温室効果ガスには、
太陽からの日射は透過する一方で、この赤外線を
吸収し再放出することで地表面へ戻す働き（温室
効果）がある。このため、大気中の温室効果ガス
が増加すると大気からの下向き赤外放射量が増加
する。
②　気温が高いほど大気が含むことができる水蒸気

量が増加（ １℃上昇で約 7％）する。その結果、
気温が高いためそれが凝結して雨として降るまで
の時間は長くなり、雨の降る日は減少する。一方、
ひとたび大量の水蒸気が凝結して雨になると、短
時間に集中的に降る極端な大雨の発生頻度や強度
は増加する。ただ日本の総降水量については、気
温上昇による大気中に含まれる水蒸気量と降雨の
収支について、年単位など長い期間でみた場合そ
の変化に関する予測は難しい。

③　気温が上昇し、雪ではなく雨として降ることが
増える結果、日本国内では降雪量や積雪量が減少
する地域が多くなる。しかし、本州の山間部等の
一部地域では、極端な大雪時の降雪量が増加する
可能性がある。

④　海洋は、温室効果ガスの増加により地球に蓄積
した熱エネルギーの約90%を取り込んでおり、海
面付近だけでなく海中の深いところでも水温が上

図 １ ：気候変動に関する各要素の変化の関係の概要

＊ １　日本の気候変動２0２5
　　　https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ccj/index.html
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昇する。
⑤　台風（熱帯低気圧）は、海水温の上昇に伴い、
供給される水蒸気量が増えるため、日本付近の台
風の強度が強くなる可能性がある。しかし、台風
の発生数や日本への接近・上陸数の変化について
の予測は難しい。
⑥　海面水位は、海水自体が温まり膨張する効果
と、陸氷（氷床、氷河等）の融解を主要因として、
長期的に上昇する。また、オホーツク海の海氷は
減少する。
⑦　人間活動によって大気中へ排出された二酸化炭
素の約 ４分の １は海洋に吸収される。海水中で二
酸化炭素は炭酸として作用するため、弱アルカリ
性である海水の水素イオン濃度指数（pH）が低下
する（海洋酸性化）。
以下、主な各要素の変化について、報告します。

１ ．温室効果ガス
【観測結果】
①　代表的な温室効果ガスである二酸化炭素、メタ
ン及び一酸化二窒素の大気中濃度は、少なくとも
過去80万年間で前例のない水準まで増加している。
②　工業化以前（１750年頃）と比べて、大気中の二
酸化炭素濃度はおよそ１.5倍に、メタン濃度はお
よそ２.7倍に、一酸化二窒素濃度はおよそ１.２倍に
達している。

【将来予測】

将来の社会・経済活動の方向性（持続可能性、化
石燃料依存性等）を仮定して各シナリオによる排出
量を算出している。

2 ．気温
【観測結果】
①　世界の平均気温は工業化以前の水準に比べて既
に １℃以上上昇している。２0２４年の世界の平均気
温は工業化以前から１.55℃上昇している。

②　日本の年平均気温（都市化の影響が少ない地域
の平均）は、長期的に上昇しており、１898年から
２0２４年までの１00年当たりの上昇率は１.４0℃の割
合で、上昇率は世界平均よりも高くなっている。
これは、日本が位置する北半球の中緯度は陸域が
多く、地球温暖化による気温の上昇量が比較的大
きいことを反映している。

③　真夏日、猛暑日、熱帯夜の日数は増加しており、
特に猛暑日の日数は、１990年代半ばを境に大きく
増加している。逆に冬日の日数は減少している。
近年は気候変動の各事象において地球温暖化がど
のくらい寄与しているのかが、イベント・アトリ
ビューションによる解析によって示されている。

④　大都市の平均気温は、地球温暖化に加え、ヒー
トアイランド現象が加わることで全国平均を上回
る割合で上昇しており、この傾向は夏よりも冬の
方が大きい。

【将来予測】
①　２１世紀末の年平均気温の全国平均は、２0世紀末
頃と比べて ２℃上昇シナリオ（RCP２.6）で約１.４
℃上昇、 ４℃上昇シナリオ（RCP8.5）で約４.5℃
上昇と予測されている。

②　工業化以前の気候で１00年に一回だった極端な
高温が２0世紀末には発生頻度が約１0回まで増加、
将来、平均気温が１.5℃上昇時には約３8回、 ２℃
上昇時には約67回、 ４℃上昇時には約99回（ほぼ
毎年）の発生頻度まで増加すると予測されている
（いずれも全国平均）。
３ ．降水

【観測結果】
①　大雨の発生頻度は、１980年頃（１976～１985年）
と比較して、最近１0年間（２0１5～２0２４年）はおお
むね ２倍程度に増加しており、平均して１00年に
一回しか起きないような極端な大雨の強度もまた

図 2 ：各SSPシナリオによる二酸化炭素排出量
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全国平均で増加している。
②　地球温暖化の影響により大雨の発生確率と強度
が大きくなっている。
③　１90１年から２0２４年の期間、雨の降らない日（日
降水量が１.0mm未満の日）の日数は増加してい
る。増加率は１00年当たり9.２日。
④　日本の年降水量について、１950年以降の統計で
も変化傾向は確認できないが、１980年以降の統計
では増加傾向が現れている。

【将来予測】

①　極端な大雨の発生頻度や強度は全国平均では増
加しますが、雨の降らない日も増加すると予測さ
れている。
②　平均気温が ４℃上昇時には、工業化以前の気候
で１00年に一回だった極端な大雨の発生頻度が約
5.３倍に増加すると予測されている。
③　２１世紀末における日本の年降水量は、２0世紀末
と比べて確かな変化傾向はみられない。

４ ．雪
【観測結果】
①　１96２年以降、日本海側の各地域では年最深積雪
に減少傾向が現れているが、一部の事例では地球
温暖化の影響で降雪量が増大している。
②　日本海側の各地域では大雪（ １日の降雪量２0cm
以上）の頻度も減少傾向が現れている。
③　日本全域の標高の高い地点でも大雪の減少傾向
が表れている。

【将来予測】
①　 ２℃上昇シナリオ（RCP２.6）では、２１世紀末

（２076～２095年の平均）における年最深積雪や降
雪量は２0世紀末と比べて本州以南の地域で減少す
る（全国平均で３0％程度）。 ４℃上昇シナリオ
（RCP8.5）では、これらは全国的に減少する（全
国平均で約60％程度）と予測されている。この減
少傾向は、気温の上昇に伴い雪ではなく雨になる
ことが増えることを反映したものと考えられる。

②　 １年や１0年に一回といった、低頻度で発生する
極端な大雪時の降雪量は、本州の山間部等の一部
地域では、むしろ増加するという予測を示す研究
事例が複数報告されている。

【参考】なぜ大雪のリスクは残るのか
日本海側で大雪が降るのは、強い寒気の吹き出し

があったときや、冬の季節風が大陸側で白頭山（朝
鮮半島北部）などの山を迂回したのち、日本海で合
流する「日本海寒帯気団収束帯（JPCZ）」が発生した
ときなどである。このとき、地球温暖化が進行した
状況では、よりたくさんの水蒸気が日本海から大気
に供給され、気温が 0℃より高い沿岸域などの地域
では大雨になるが、 0℃より気温が低い内陸部や山
地では大雪になる。
5 ．熱帯低気圧（台風など）

【観測結果】
①　１980年代半ば以降、猛烈な台風の発生数は増加
している。

②　１95１年以降、台風の発生数、日本への接近数に
ついて長期的な変化傾向は確認できない。ただ
し、最近４0年（１980年～２0１9年）で見ると、期間
の後半２0年の東京への接近数が、前半２0年の約
１.5倍になっている。

③　日本付近の台風は、強度が最大となる緯度が北
に移動している。

【将来予測】
①　世界全体では、個々の熱帯低気圧に伴う降水
と、強い強度の熱帯低気圧の割合は増加します
が、熱帯低気圧の全体数としては、減少するか変
わらないと予測されている。

②　日本付近でも地球温暖化に伴う水蒸気量の増加
や海水温の上昇が影響するため、台風強度が強ま

図 3 ：１00年に一回の極端な大雨の発生頻度と強度の変化
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るとともに、台風に伴う降水も増加すると予測さ
れている。

6 ．海水温
【観測結果】
①　日本近海の年平均海面水温は長期的に上昇して
おり、２0２４年までの上昇率は１00年当たり+１.３３
℃の割合です。この値は、世界平均の上昇率の ２
倍を超えており、日本の気温の上昇率と同程度の
値。日本近海は、温まりやすい陸地や暖流である
黒潮の影響を地理的に受けやすく、上昇率が高く
なったと考えられる。
②　日本近海の平均海面水温の上昇率は、季節や海
域によって異なり、時間的にも一定ではない。

【将来予測】
①　日本近海の平均海面水温は２１世紀末に、 ２℃上
昇シナリオ（RCP２.6）では１.１３℃、 ４℃上昇シナ
リオ（RCP8.5）では、３.４5C上昇すると予測され
ており、これらの見積もりは世界平均より大きく
なっている。

７ ．海面水位
【観測結果】
①　日本沿岸の平均海面水位は、１980年代以降は上
昇傾向が現れている。また、１906年からの全期間
を通して１0年から２0年周期の変動（十年規模の変
動）が見られる。地盤上下変動を補正したデータ
では、平均海面水位が２00４年から２0２４年の間に １
年当たり３.４mm上昇している。
②　日本沿岸の平均海面水位は、１980年代後半以降
は、十年規模変動より地球温暖化による海面水位
上昇の方が顕著になっている。

＊世界平均海面水位の上昇の原因は、地球温暖化に
伴う海水の熱膨張と陸氷（氷河と氷床）が融解し
て海洋に流れ込んだことによる海水の増加が大部
分を占めている。

【将来予測】
①　日本沿岸の平均海面水位の上昇幅には顕著な海
域差は見られず、２0世紀末（１986～２005年の平均）
を基準とすると、２１世紀末（２08１～２１00年の平均）
には、２℃上昇シナリオ（SSP１ - ２.6）では0.４0m、
４℃上昇シナリオ（SSP5 - 8.5）では0.68m上昇す
ると予測されている。日本南方及び南東方の沖合
で海面水位上昇幅の変動が大きい理由は、黒潮流
路変動の影響を受けるためとされている。

8 ．海氷
【観測結果】
①　北極の海氷域面積は、長期的に減少する一方、
南極での変化傾向は確認できない。

②　オホーツク海の年最大海氷域面積は、長期的に
減少している。

【将来予測】
①　北極海の海氷面積は減少し、２１世紀末までには
夏季にほぼ海氷がなくなると予測されている。

②　２１世紀末のオホーツク海の海氷面積は２0世紀末
に比べて減少すると予測されている。減少の割合
は、 ４℃上昇シナリオ（RCP8.5）では78±２１%と
予測されている。

9 ．海洋酸性化
【観測結果】
①　表面海水の水素イオン濃度指数（pH）は低下を
続けており、世界の海洋で酸性化が進んでいる
（工業化以降、現在までに0.１低下）。
②　北西太平洋や日本周辺海域においても、世界の
平均と同程度の割合で海洋酸性化が進んでいる。

【将来予測】
①　世界の表面海水における酸性化や日本周辺海域
の酸性化は、温室効果ガスの排出シナリオに応じ
て、今後も進行すると予測されている。
� 宮崎　学（CASAスタッフ）

図 4 ：日本近海の全海域平均海面水温（年平均）の平年差
の推移
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報　告 神戸製鋼石炭火力発電所稼働差止請求訴訟
大阪高裁判決

神戸製鋼所の子会社が神戸市東灘区において、２0２２年と２0２３年に稼働を開始した ２基の石炭火力発電
所について、地域住民らが発電所の稼働停止や２0３0年までにCO２排出量を半減することなどを求めた訴
訟について、 ４月２４日の控訴審では、原告の請求を退けた一審判決を支持し、控訴を棄却する判決が下
され、非常に残念な結果となりました。これまでCASAでも、神戸の石炭火力発電を考える会に参加し、
裁判の傍聴や学習会やイベントに参加し応援をしてきました。
5月 １日に、神戸製鋼石炭火力訴訟原告団・弁護団は声明を発表するとともに、上告しない方針を明

らかにしました。以下のその声明全文を掲載します。

声明 　 神戸製鋼石炭火力発電所稼働差止
請求訴訟 大阪高裁判決について

　　　　　2025年 5 月 1 日
  神戸製鋼石炭火力訴訟原告団・弁護団

2025年 4 月24日、大阪高等裁判所は、神戸市灘区
において2022年及び23年に稼働を開始した株式会社
神戸製鋼所（以下「神戸製鋼」）の新設石炭火力発電
所 2 基（以下「新設発電所」）を対象として、地域住
民らが2030年までのCO2排出の半減などを求めた
訴訟につき、原告の請求を退けた一審判決を支持し
控訴を棄却する判決を下しました。

控訴審判決は、PM2.5をはじめとする大気汚染
やCO2の大量排出による人格権侵害について、健
康被害や気候災害の具体的危険がないなど、ほぼ一
審判決と同じ理由により、新設発電所の稼働の差止
請求を否定しました。

私たちは、控訴審において新たに、気温上昇が
1.5℃を超えない状態において健康で幸福に生きる
権利に基づく、2030年におけるCO2排出の削減（半
減）請求権を主張し、この請求権についての判断に
特に注目していました。IPCCの最新の科学的知見
によれば気候危機に対してCO2排出削減のペース
を速めることが極めて重要だからです。

この点、控訴審判決は、人権侵害を回避するため
には、①1.5℃目標の下での世界各地からの多様な
CO2排出の急激な削減、②カーボンニュートラル
の実現、③CO2濃度の上昇の緩和から安定化へ、

④1.5℃目標の達成、⑤人権保護といった経路を辿
る必要があるとして、1.5℃目標の達成が人権保護
に関わることは認めています。ところが、悪化する
気候変動の中で、私たちが共通して脅かされている
と主張した「健康で幸福に生きる権利」について、
判決は、「生活環境の著しい変化によって失われつ
つある従前の生活を送る利益」は、人格権の中核で
ある生命、身体、健康との関係では間接的な利益だ
としたうえで、概念が抽象的で個々人によって保護
法益の範囲が大きく変容することなどを理由に、そ
の権利性を否定しました。

また、2030年において、計画排出量の50％削減を
超えて新設発電所からCO2を大量に排出し続ける
ことは、受忍限度を超えて違法だとする私たちの主
張についても、カーボンバジェットを基準とした
CO2削減を義務付ける法令上の根拠は存在しない
などとして退けました。

控訴審においては、気候変動による近年の生活環
境の急激な悪化と、残されたカーボンバジェットの
減少の中で、石炭火力発電所からの排出削減を特に
優先的に行うべきことを専門家の証言などを通じて
立証してきました。にもかかわらず、気候変動によ
る被害の深刻化と対策の遅れに対する切迫感や、新
しい困難な課題に司法がどう真摯に取り組むべきか
という悩みを本判決から読み取ることは困難です。
裁判所は、あくまで公害訴訟の伝統的な法的枠組み
に依拠して人権救済の可能性を否定しています。気
候変動という新しい形の人権侵害に対して、積極的
に人権保護の役割を果たそうとする判決が世界では
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相次いでいますが、日本の裁判所は自らの役割を放
棄したのも同然です。

以上のとおり、本判決は気候変動により深刻化す
る人権侵害の防止への新たな展望を示すことすら怠
る極めて不当な判決です。

しかし、このような危機感と責任感の欠如は、政
界、経済界、マスコミ、市民も含めた日本の世論の
現状、そして「変われない日本」の反映といえるか
もしれません。私たちは、今こそ生活のあらゆる場
面において、気候危機の進行と不完全な対策の実情
を客観的に見つめ、CO2排出削減への大きな世論
を巻き起こすことが求められていることを改めて痛
感しました。

2018年 ９ 月に提訴した本訴訟は、気候変動による
人権侵害を理由にCO2の大量排出行為を正面から
争った、日本で初めての本格的な気候変動訴訟であ
り、裁判所に、そして社会に対して大きな問題提起
を行い、議論を巻き起こしてきました。世界では多
数の気候変動訴訟が提起されてきた中で、日本国内
での訴訟は少数にとどまっていましたが、本訴訟に
引き続いて、複数の気候変動訴訟が提起されるに至
っています。中でも、昨年は、全国の若者が多くの
火力発電所事業者に対してCO2排出の削減を求め
る「若者気候訴訟」が提起され、本裁判の終盤には
多くの若い世代からの応援と参加が得られました。
今後、新たに多様な訴訟等が提起されていくことが
見込まれます。本訴訟は、日本の司法の場において、
気候変動についての法的責任、気候変動対策を問う
ていくことの道筋を作ったものといえます。

気候変動の深刻な被害者である、若い世代にバト
ンを引き継ぐことは、私たちの未来への希望にもつ
ながります。今後私たちは、本訴訟で培った経験を
活かし、司法の場を中心に気候変動についての責任
と対策を問う人々や世論を一層喚起する運動を支援
してまいります。

私たちは、以上のような考えのもと、本訴訟につ
いては、最高裁に対して上告をしないことに決めま
した。

最後に、この裁判に対するこれまでの皆さまの励
ましに感謝しつつ、今後の運動の継続へのご支援と
ご理解をお願い申し上げます。

令和 ７ 年 ４ 月24日判決
〇判決主文
１ 　本件控訴をいずれも棄却する。
２　控訴人らの当審における予備的請求をいずれも
棄却する。
３　当審における訴訟費用は全て控訴人らの負担と
する。

〇控訴の趣旨
１ ．原判決中控訴人ら敗訴部分を取り消す。
２．主位的請求（要旨）
①　神戸製鋼及びコベルコは、火力発電所．（本件
新設発電所）を稼働してはならない。

②　関西電力は、新設発電所の発電の指示をしては
ならない。
３．予備的請求（要旨）
①　神戸製鋼及びコベルコは、2030年 ４ 月 １ 日以降、
本件新設発電所の稼働により、 １年間当たり、
346万トンを超えて、大気中に二酸化炭素を排出
してはならない。

②　関西電力は、発電所から排出される排ガス中か
ら二酸化炭素を回収・貯留する設備が設置されて
いないときは、神戸製鋼及び被控訴人コベルコに
対し、2030年 ４ 月 １ 日以降、 １年間当たり、45億
5263万1579kWhを超えて、発電量の通告をして
はならない。
気候変動が人権侵害であることが、世界的には認

められていますが、日本では訴える権利が認められ
ないという非常に残念な結果となりましたが、引き
続き活動を支援していきたいと思います。
� 宮崎　学（CASA　スタッフ）
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報　告 海外と日本のプラごみ規制について

海外と日本におけるプラごみ規制の現状につい
て、今回は同志社大学経済学部の原田禎夫さんが ３
月１２日開催の「プラスチックごみを考える学習会」
で講演された内容をもとに報告をします。
プラスチックの現状
プラスチックの生産量は増加の一途をたどってお
り、現在では世界全体で年間 ４億5000万トンにも上
るとされています。中でも容器包装材が全体の約４0
％を占めており、そのほとんどが使い捨て容器にな
っていて、まずは削減が容易なこの部分の対策が急
務だと言われています。
一方プラスチック生産の主原料は化石燃料である
石油であり、その利用によって、またその後廃棄で
焼却された場合にも、大量のCO２が発生します。つ
まりプラスチックの利用は地球温暖化の観点からも
非常に大きな負荷を生んでいます。
さらに近年大きな問題になっているのが、プラス
チックによる海洋汚染です。海に流れ込んだプラご
みは自然分解されないまま海に残ります。そして
２050年にはその重量は魚の量を上回るとされていま
す。また日本近海のプラごみの汚染状況は２0１8年時
点で世界平均の２7倍に上るとされ、その主な原因は
東南アジア、中国、自国の影響によるものだとされ
ています（一方で日本は世界第 ３位の廃プラ輸出大
国で、主な輸出先は東南アジアになっています）。
世界のプラスチック規制
国際プラスチック条約は、国際的なプラスチック
汚染を２0４0年までに根絶するための条約で、議論の
中で、ヨーロッパの国などはプラスチックの生産制
限を設けるべきだとする主張する一方で、その原料
供給に関わる産油国などは反対するという構図があ
ります。昨年韓国で条約案の決定を目指しました
が、交渉は中断し２0２5年 8 月に再開することとなっ
ています。

そもそもプラスチックの環境影響低減のために
は、設計、生産、使用、リサイクル、廃棄、全てに
関して、製品・部品・資源の価値を下げることなく
再生、再利用し続ける循環型経済（サーキュラー・
エコノミ―）を推進することが求められます（図 １
右端）。
EUのサーキュラー・エコノミーの推進
EUは２0１5年に「サーキュラー・エコノミー・パ

ッケージ」のアクションプランを採択し、その優先
分野にプラスチックが含まれました。２0１8年には
「全てのプラスチックの容器包装を２0３0年までにリ
ユース・リサイクル可能にする」プラスチック戦略
の概要が、２0２１年には「使い捨てプラスチック指令」
が出されました。
具体的にはカトラリーやストローや発泡スチロー

ル製の食品容器などについて市場流通禁止措置が取
られ、さらに特定の使い捨てプラスチック製品のプ
ラの含有量表示なども求めています。この指令よ
り、加盟各国は国内法制化を進めています。例えば
フランスでは２0２0年に循環経済法が成立し、２0２２年
以降は、例えば１.5kg未満の野菜や果物のプラ包装
を原則禁止にしました。スペインも２0２３年から使い
捨てプラスチックに課税という規制を始めました。
EU以外、アメリカなどは州単位で取り組みが進

んでいます。例えばハワイ州などでは生分解性のプ
ラも禁止で、ニューヨーク州では２0１8年に１,000ド
ルの罰金付きで発泡スチロールの使用が禁止になっ

図 １ ：直線型経済、リユース経済、循環型経済の模式図
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ています。　
日本でのプラごみ対策（レジ袋）
例えばプラごみとなるレジ袋の有料化は日本では
２0２0年から始まりました。しかしこの対策は世界的
に見ると非常に遅く、２0１8年の国連環境計画の報告
書によると、世界１２7か国がレジ袋に関する何らか
の法規制を実施していました（このうち8３ヵ国は無
料配布禁止で、この内アフリカで２5か国、アジアで
１４か国の国や地域で実施）。さらに２00２年にはバン
グラデシュが、２0１１年からはイタリアが生分解性を
除くレジ袋自体の使用禁止を打ち出しています。
日本でのレジ袋使用禁止については、京都の亀岡
市が２１年に条例を施行したのが唯一です。しかしこ
の条例によって大きな成果が出ており、市を流れる
保津川のGW中の清掃調査でレジ袋の回収は２0１9年
４05枚であったのが、２0２１年にはレジ袋の使用禁止
の実施から ４か月程度ですが、6３枚と激減していま
す。この結果からも、プラごみ問題解決のためには、
制度として数量削減の取り組みを導入することが非
常に重要かつ有効だと言えます。
ペットボトル対策の違い
日本の河川における漂着ごみとしては、飲料用の
ペットボトルがもっとも多くなっています。日本で
は２0２３年度では２0年前の２00４年に比べ、ペットボト
ルは約２8％の軽量化が進んでいますが、一方で総本
数では約１.8倍の年間２68億本ものペットボトルが消
費されています。その結果、総重量で約１.２倍、CO２
排出量でも１.１倍と増加傾向が続いています。
日本のペットボトルは回収率約90％、リサイクル
率約85％で高いとされていますが、実際「ボトルto
ボトル」といった水平リサイクル率は３0％程度にと
どまっており、残りは食品トレイや繊維・衣類など
のリサイクル頻度の低いものになっています。

一方でフィンランドの場合水平リサイクル率が70
％を超えています。それを後押ししているのが空の
ペットボトルを専用の回収機に返すと現金が戻って
くるデポジット制度の導入にあります。結果ポイ捨
てがなくなり、個人に負担がかからない便利なシス
テムになっています。ただしこの制度は広域で行う
ことが前提で、例えば亀岡市だけで行った場合など
は、京都市などの大都市からの流入によって回収率
が１00％を超えて、逆に大きな財政負担になってし
まい、制度がパンクする事態も危惧されます。
リユース食器の利用拡大
イベントなどで大量に消費される使い捨てのプラ

スチック容器、その削減に有効なのがリユース食器
の利用です。日本での画期的な事例として、２0１４年
から行われている「祇園祭ごみゼロ作戦」がありま
す。夜店や屋台と協力して約２１万食分をリユース食
器に切り替える活動で、２000人を超えるボランティ
アがリユース食器の回収やごみの分別を行っていま
す。この経験をもとに、 １日 ２万人が飲食店を利用
するとされる大阪関西万博の会場でも、今回レジ袋
禁止、リユース食器の利用を行うとしています。
EUで進んで日本で進まないプラごみ規制
日本が規制の対策として遅れている一番の理由

は、EUに比べて、制度として、とりわけ総量規制
の取り組みが進んでいない点が挙げられます。それ
はどれだけリサイクルに努めてもプラスチックであ
ふれかえっている現状からも明らかです。日本人は
清潔好きで、リサイクルには熱心に取り組みます
が、これが返って消費者努力に頼りすぎていること
から、残念ながら、個人としては世界に比べてプラ
ごみ削減の意識を低くしてしまっています。つまり
求められるのは個人努力ではなく、誰もが取り組む
ことができる削減のための制度作りです。海外にお
ける、サーキュラー・エコノミーをもとに、日本で
も生産者も含めた循環できる制度の構築が早急に求
められています。
� 三澤　友子（CASA理事）

表 １ ：2023年度と基準年（2004年度）との環境負荷（CO2
排出量）比較
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報　告 大阪よどがわ市民生協企画「楽しみながら
 環境について学ぼう！親子クイズ大会」

３ 月１7日（土）に、大阪よどがわ市民生活協同組
合の企画で開催された、「楽しみながら環境につい
て学ぼう！親子クイズ大会」について、クイズの作
成と当日の出題や解答とその解説などを受託しまし
た。これは、よどがわ市民生協と温暖化問題の取り
組みの打ち合わせの際に、もっと若い層の組合員の
参加を増やしたいという要望から実現したもので
す。これまでは、環境に関するイベントなどを行っ
ても、もともと環境に関心のある高齢の組合員が参
加する状況でした。環境の企画になかなか参加され
ない親子層にも環境のことを知ってもらい、関心を
持ってもらいたいとの問題意識の中から生まれまし
た。そしてお父さん・お母さん、お子さんも参加し
て楽しんでもらえる企画として、地球温暖化問題に
かかわるクイズ大会を行うことになりました。募集
の結果、定員を超える申し込みがあり、当日は１6組
４２名の参加があり、大変盛りあがりました。
CASAはその問題と解説の作成を引き受けまし
た。ただ、子ども向けの企画はこれまでにもあった
のですが、クイズの作成はCASAにとっても初めて
のチャレンジです。持ち時間の １時間を小学生が楽
しんで学べるようするために、クイズの内容をはじ
め、スライドのデザインも含めて色々と議論し、工
夫を重ねて作成しました。
クイズ大会のすすめ方は、温暖化問題にかかわる
３択の設問を 7つ用意して、 １問ずつ答え合わせを
しながら解説していきます。そして、正解数の多か
った人たちから抽選を行い、「お宝となる景品」をゲ
ットするといったものです。会場のフロアにクイズ
の数である 7本のラインを引いて、正解者は段々前
に前進していくといった具合です。小学校低学年の
お子さん連れの参加が多く、解答はお父さん・お母
さんと一緒に考えてもOKとしました。以下、問題

と正解について報告します。

第 １問は、昨年の大阪市の猛暑日の日数を答える
問題でした。問題をなげるときには、夏日・真夏
日・猛暑日の説明から、 ３択の回答についても、回
答Bの４0日なら １か月あまりなので夏休み中とか、

第 １ 問スライド①

第 １ 問スライド②
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回答Cの100日なら ３か月あまりなので ７月から10
月の途中くらいまでとか、お子さんがイメージしや
すいように話しました。また、答え合わせの後には、
解説のスライドを使い、猛暑日も真夏日も今世紀末
に予想されていた日数に近づいてきていることなど
を話しました。この他、地球温暖化のことや、それ
による被害についてもふれ、大変なことが起こって
いるのだということを知ってもらうよう努めました。
その他の問題は、以下の通りです。

第 ２問：（シロクマの写真を見て）なぜシロクマは
やせているのでしょうか？

答　え：海氷が融けて、えさのアザラシがとれなく
なったから。

第 ３問：地球温暖化の原因はなにでしょう？
答　え：電気をいっぱい使ったり、車をたくさん走

らせたから。
第 ４問：日本で一番たくさん電気を作っているのは

なに発電？
答　え：化石燃料による発電（天然ガス・石炭な

ど）。
第 ５問：プラスチックが地球温暖化の原因にもなる

のはなぜかな？
答　え：燃やすと地球を温かくするガス（二酸化炭

素）が発生するから。
第 ６問：省エネで一番効果があるのはどれでしょ

う？

答　え：45℃のお湯をながす時間を １分間短くす
る。

第 ７問：家族みんなで地球温暖化を防ぐために、毎
日できることはどれでしょう？

答　え：徒歩や自転車、電車やバスを使用する。

前半で地球温暖化について知ってもらい、後半は
地球温暖化を防ぐための対策や、子どもたちが実践
できることなどの気づきが得られるよう構成しまし
た。クイズのスライドをプロジェクターで投影しな
がら、わいわいがやがやと進めましたが、お父さ
ん・お母さんのサポートもあり、たくさん正解した
お子さんも結構いました。
クイズの終了後、正解した数の多い人から順に景

品がもらえるくじを引きます。なので、最終的には、
何がもらえるかは引いたくじによります。子どもた
ちは自分のお目当ての景品がゲットできるよう真剣
なまなざしでくじを引いていました。景品は、よど
がわ市民生協のマスコットキャラクターである「よ
どまる」のぬいぐるみキーホルダーや巾着袋などが
用意されていました。
イベント終了後の参加者の主な感想は、「クイズ

が難しすぎなくて、ちょうどよかったです。子ども
は『またやってみたい！』と言っています。またの
企画を楽しみにしています♪」「クイズの難しさも、
子どもも分かるかどうかと思いましたが、正解出来
て嬉しそうでした。親もとても勉強になりました。
また、環境にまつわるイベントに参加したいです」
などと好評でした。一方小学校低学年の子供が多か
ったため、途中で流した一般の学習動画が難しかっ
たとの意見もあり、今後は集まった子どもの年齢に
合わせた内容にする必要性も感じました。今回の目
的であった「若い方やお子さんが環境に関心を持っ
てもらうきっかけ作り」となるように、引き続きこ
の企画をブラッシュアップしていきたいと考えてい
ます。
� 竹村　久（CASA事務局長）

第 １ 問スライド③
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報　告 できること・気付いたことから、
楽しくエコ活動（人の心を通して環境問題を考える）

CASAでは、若者との接点を広げ、活動の輪を広げていきたいと考え、若者が活動している場を
訪れて取材し、紹介する取り組みを行なっています。第 ３回は、大阪公立大学課外活動団体環境部
エコロ助です。 ４月３0日大学で、代表の高野友皓さん（農学部 ３回生）、副代表（渉外）の松原さく
らさん・高木櫻子さん（現代システム科学域 ３回生）にお話を伺いました。

「環境部エコロ助」について教えてください
環境部エコロ助は、環境問題を
身近に感じてもらえるように、で
きること・気づいたことから楽し
くエコ活動をしています。学園祭
でのごみ回収や環境啓発活動、自
転車のリユース活動、学内農場を
利用した野菜作りや学外での環境教育活動など、幅
広い活動を日々行っています。また、学生、大学だ
けでなく企業、行政など多方面との接点を持ちなが
ら活動を行っていることも大きな特徴です。
２00１年に設立され、今年で２４年目になります。現
在、部員は87名（ ２・ ３回生）で、大阪公立大学課
外活動団体の公認団体で文科系委員会に所属の中で
も規模の大きな部になります。

「環境部エコロ助」での活動は？
環境部エコロ助での活動は、主には全体企画と各

班での活動があります。
全体企画は、5月に友好祭（学園祭）、8・ 9月（夏
休み期間）に合宿、１１月に白鷺祭（学園祭）に取り組
んでおり、１２月には ３回生から ２回生へ部を引き継
ぐ「代替わり」を行います。
学園祭では、そこで出るゴミを管理するクリーン
班、教室で環境啓発の企画を行うPJ班、屋台を出
店するエコ店舗班の ３つの班に分かれて活動してい
ます。中でもクリーン班の取り組みは、他の大学で
は行っていない独自の取り組みです。会場では部員

がゴミ分別を促す有人ゴミ箱と、装飾で分別を促す
無人ゴミ箱を設置し、無人ゴミ箱では、ペットボト
ルをラベルとキャップに分別して捨てる際に、キャ
ップを使って ２択の設問に投票してもらう工夫もし
ています。
各班の活動は、学内の取り組みのRPC＊ 1班、り

ちゃいくる班、農業班と、学外の取り組みのパトラ
ッシュ班＊ 2と環境教育プロジェクトがあります。
�RPC班は、主に大学生協で販売されているカレ

ーの容器「リリパック」「�コンタクトレンズの空ケ
ース」「古着」の回収を行い、それらの有効活用を
推進するリユース・リサイクル活動を行っていま
す。コンタクトレンズの空ケースの回収では粧美堂
㈱さんにご協力いただき、「環境部エコロ助」とコラ
ボしたコンタクトレンズの保存ケースを作成しても
らっています。
りちゃいくる班は、趣旨に賛同してくれた学生の

不要になった自転車を譲り受け、点検・修理・販売
までを一貫して行っています。この取り組みは２0１１
年からはじまりましたが、コロナ禍の影響で ３年間
中断。その間に協力してくれていた自転車店の閉店
もありましたが、堺市に紹介いただいたサカイサイ
クルさんのご協力で復活。今年も１３台を譲り受け、
現在、その内 9台が修理済みで、 5月中旬から販売
する予定です。
農業班は中百舌鳥キャンパス内の農学部の農場の

一画を借りて植え付け、水やり、収穫を班員で協力

マスコット
キャラクター

＊ １：Rerepack�&�Paper�Collectors�の頭文字を取った言葉
＊ ２：パトロールとトラッシュ（ゴミ）を組み合わせた言葉
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して行い、収穫した野菜で作った料理の食レポの交
流も行っています。昨年は和歌山県橋本市芋谷の棚
田（柱本地域棚田協議会）を紹介いただき、田植え、
草刈り、稲刈り作業に参加しました。現在は農場で
夏野菜（オクラ・ナス・ミニトマト・トウモロコ
シ・にんじん）の苗を植えているところです。
パトラッシュ班は、環境活動の一環としてゴミ拾
いをメインに活動しています。活動場所は大泉緑地
（堺市）とりんくう公園（泉佐野市）を中心に、その
時々の企画によって場所を決めています。
環境教育プロジェクトは、子どもたちに環境問題
を身近に感じてもらい、一人一人が出来ること、行
動しなければならないことについて考えるきっかけ
をつくることを目的として活動しています。具体的
には、ヒーローショーを通じて子どもたちに身近な
環境問題を知ってもらう ｢エコレンジャーショー｣
や、限りある資源の大切さを工作を通じて体感して
もらう｢エコ工作｣などを行っています。
各班への参加は、所属を決めずに、希望したとこ
ろに参加でき、全ての活動にも参加できるという運
営をしています。あえて所属を決めないことが、ど
の活動にも自由に参加できるという意識が働いて活
動に対するハードルが下る効果があります。
これまでの取り組みで印象に残った事は？
高野さんは「2024年の白鷺祭でクリーン班のリー

ダーをしました。一般的にゴミの管理というのはき
つい仕事のように捉えられがちだが、みんなで協力
して楽しみながら、やりがいを持って取り組めたこ
とは成功体験でした」
松原さんは「 ２月に開催された第 ４回地域経済研
究ユニットフォーラム（奈良県立大学地域経済研究
ユニット主催）で、りちゃいくるの取り組みを報告
したところ、優秀賞を受賞しました。私たちが当た
り前と思って取り組んでいることが、このような評

価を受けるとは思ってもいなかった。発信していく
ことの大切さを感じた機会だった」
高木さんは「奈良市立大宮小学校で児童と保護者

を対象に気候変動や海洋汚染など、現在私たちが直
面している深刻な環境問題を講演したのち、防災に
関するワークショップを行いました。身近にある材
料で防災グッズを考えて作ってもらいましたが、子
どもたちの発想力に驚かされました」
これからに向けて
５ 月になると新入生が入部してきます。活動を通

じて環境問題の現状を実感し、イベントの企画・運
営に関わることがやりがいにつながること、また部
員同士の協力が学びとなることなどを伝えていきた
いと思います。毎年11月に千早赤阪村の棚田夢灯り
のイベント運営の協力をしてきました。これは代替
わり前の集大成のイベントでしたが、昨年から諸事
情により中止になりました。今年はこれに代わる大
きなイベントを自分たちで作りたいと思っています。
取材を終えて
みなさんのお話を聞く中で、繋が

りをとても大切にしていることが、
伝わってきました。RPC班や、り
ちゃいくる班での企業との協力や、棚田の保全活動
や小学校でのワークショップなどは人づての依頼に
よる取り組みだったそうです。また班活動の所属を
決めない運営は他の団体ではあまり聞いたことがな
い、とても興味深い運営方法だとも感じました。
部員みなさんの日々の努力と24年の積み重ねがそ

うしたものを作ってきたのだと感じました。QRコ
ードから、環境部エコロ助のホームページ、
Instagramにアクセスができます。ぜひフォロー
していただき、活動を応援、また依頼もしていただ
ければと思います。
� 島田　和幸（CASAスタッフ）

グリーン班の活動の様子 りちゃいくる班の活動の様子

https://qr.quel.jp/om/fjscvt
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報　告 我が家の脱炭素　訪問記 4

今回は、自然エネルギー市民の会代表で、元日本環境学会会長の和田武さんのお宅を訪問しまし
た。まず和田さんが地球環境の研究や再生可能エネルギーの普及をすすめてこられた背景をお聞き
することができました。そして実践されている「脱炭素」のお宅を拝見し、和田さん宅のくらしと
地球環境との共生を実感してきました。

環境問題に取り組み始めた
きっかけ
和田さんが地球環境問題に
取り組み始めたのは、70年代
半ばにフロンによるオゾン層
破壊に関する論文を読み、大
きな衝撃を受けたことがきっ

かけです。人間の生存を脅かす、環境破壊の防止に
関わらなければならないと考え、企業を辞め80年代
に大学に移られました。地球温暖化を含む環境問題
や再生可能エネルギー（以下、再エネ）普及の研究
と大学における環境教育の整備にも尽力されました。
また、日本における市民共同発電所づくりにも深く
かかわってこられました。市民エネルギー団体の立
ち上げや出資や寄付などにも協力され、講演依頼も
多数受けておられます。市民共同再エネ発電所づく
りは、デンマークやドイツなどでの調査研究で、風
力発電所などを市民が主体で普及していることを知
り、取り組みを始められました。そんな和田さんの
基本理念は、「省�エネ、自然エネルギー利用、省資
源、物質循環、身近な生物との共存等により、環境
保全とともに心豊かな生活を送る」というものです。
取り入れた設備類と電気やガスの状況
和田さんのお宅で備えておられる主な環境配慮設
備は、太陽光発電 ３ kW、EV（リーフ）、V ２ Hパ
ワーステーション（太陽光発電電力をEVに蓄電し、
必要時に家に供給する装置）、太陽熱温水器、エコ
ジョーズ床暖房、リビングルーム前温室、雨水利用
設備、コンポスト等です。

太陽光発電パネル
は、まだあまり普及
していない１998年に
エネルギーの脱炭素
化をめざし、いち早
く設置されました。
南 屋 根 に１.5kW、
東側と北側にそれぞれ0.75kWで合計 ３ kWです。
西側屋根には、太陽熱温水器が１990年頃から設置さ
れています。２0２0年に設置したV ２ Hパワーステー
ションによって、EVに蓄電した電気を家庭で使用
することもできるようになり、電気の使用量を劇的
に削減できるようになりました。

上の図は、２0１8年 7 月から２0２１年 １ 月までの電力
消費量を示すものですが、急減しているところがV
２ Hパワーステーションを導入した２0２0年 ２ 月で
す。現在も一定量は電気を購入していますが、新電
力の「たんたんエナジー㈱」と契約し、CO２排出ゼ
ロ再エネ１00%の電気を使用しています。余った電
気も、たんたんエナジー㈱に販売しています。
ガスの使用量は一般家庭より多いのですが、これ

和田武さん 南側の太陽光発電パネル
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はガス床暖房システ
ムを導入しているか
らです。以前は石油
やガスのストーブを
使っていたのです
が、床暖房は空気の
汚染がなく、換気が
不要で健康によいの

です。太陽熱温水器は、夏では90℃近く冬でも晴れ
ている日には４0℃程度の温水ができるので、風呂の
ガス使用量を大幅に削減できています。さらに、リ
ビングの前は大きな温室となっていて、ゼラニウム
やカランコエが咲き、月下美人や孔雀サボテンも並
んでいました。これがあることで断熱効果も抜群で
す。また、庭に植えた落葉樹は夏には外光を遮り、
冬には日光を取り込み暖房の役割を果たします。
和田家のエネルギーによるCO2の排出状況

和田家のエネルギーによるCO２の排出状況を、表
にまとめていただきました。自家用車はEVで太陽
光パネルから充電していますが、家庭で充電すると
遅いので、外部の急速充電器を使用されています。
よってその分は、関西電力の排出係数で算定してい
ます。都市ガスが１.４トン、電気が0.6トンで、年間
約 ２トンとなります。２0２３年度の二人家庭からの
CO２排出量の平均が２.5２トンから２.78トン（高齢家
庭）なので、一般的な家庭より２5～３0％の削減が実
現しています。一方で和田さんは、前述の通り、全
国各地の数多くの市民共同発電所づくりに出資や寄
付等でもかかわってきており、出資分を「自宅以外
の再エネ発電量」として加算した場合、CO２排出量
は２１トン以上のマイナスになるとしています。今回

の訪問をきっかけに、今後は都市ガスの使用量の削
減も進めていくつもりとおっしゃられていました。
循環型の生活により心豊かな生活が実現
お家の周りの庭には、たくさんの果樹や花木等が

家を取り囲んでおり、植物の水やりに雨水タンクと
お風呂の残り湯を利用されています。また生ゴミと
愛犬陽くんの排泄物からコンポストでできるたい肥
によって、植物もよく育ち、季節ごとにさまざまな
果実が実り、食卓を楽しませてくれているそうで
す。訪問時には、取ったばかりの大きなレモンでレ
モンティーをいただきましたが、さわやかな香りが
して、とてもおいしくいただきました。自然の恵み
は人間だけではなく、果実を目当てに来るたくさん
の野鳥たちにも。木の上には、なんとメジロが巣を
作っていました。モリアオガエルも庭で生まれ、生
活しています。生物にとっても、和田家の庭はとて
も住み心地のよい楽園なのかもしれません。
このように、脱炭素の循環型生活で地球環境と共

生し、ご自身も心豊かな生活を実現されていること
は素晴らしいと感じました。
� 竹村　久（CASA事務局長）

太陽熱温水器

雨水利用設備雨水利用設備 コンポストコンポスト

庭のサクランボとモリアオガエル庭のサクランボとモリアオガエル
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報　告 自然エネルギー市民の会の活動報告

2024年度年間発電実績 発電実績 出力制御率 損失額（円）
発電所名 予測

（kWh）
実績

（kWh） 予測比 前年実績
（kWh） 前年比 設備

利用率
売電額
（円） 実績 前年

実績 実績 前年
実績

ポッポおひさま発電所 9,753 １１.１%
せのがわおひさま発電所 29,9１9 33,075 １１0.5% 33,3１8 99.3% １2.5% 4.66% 5.82% 58,337 87,9１5
福島りょうぜん市民共同発電所 50,34１ 44,336 88.１% 56,67１ 78.2% 9.6% １,950,784 4.33% １.57% 94,833 53,37１
福島あたみまち市民共同発電所 20１,005 １99,000 99.0% 236,１78 84.3% １0.8% 7,880,400 3.77% 2.１9% 35１,25１ １73,954
泉大津汐見市民共同発電所 50,578 56,342 １１１.4% 6１,064 92.3% １2.8% １,983,238 3.56% 0.00% 67,398 0

市民共同発電所の状況
①　2024年度年間発電実績
「ポッポおひさま発電所」
特にトラブルもなく、順調に発電しました。

「せのがわおひさま発電所」
特にトラブルもなく、順調に発電しました。出力

制御は前年より下回ったものの、損失額（出力制御
額）は約 6万円でした。
「福島りょうぜん市民共同発電所」
5 月中旬に、パワコンに欠相があることがわかり

入替を検討してきましたが、後継機が寒冷地に対応
できないことがわかり、 １月中旬に修繕を行いまし
た。そのため発電実績は前年の78.２％に留まりまし
た。出力制御は前年を大幅に上回り、損失額も約 ２
倍の約１0万円に増加しました。
「福島あたみまち市民共同発電所」
夏から秋にかけて日照時間が短かったことと、 １

～ ２月にパネルに積雪が残ったことが影響し発電実
績が前年の8４.３％に留まりました。出力制御は前年
を大幅に上回り、損失額も約 ２倍の約３5万円に増加
しました。
「泉大津汐見市民共同発電所」
5 月末に、配線の損傷事故が発生し、 7月度の発

電量が減少しました。また、夏から秋にかけて全天
日射量が前年を下回りました。発電量は前年を下回
ったものの、予測は上回りました。出力制御が
１0kW以上～50kW未満も対象となり、損失額が発
生し約 7万円でした。
②　「再エネの出力制御を改める」署名活動

「再エネの出力制御を改めよ」の署名
活動を継続して取り組んでいます。２0２5
年 5 月２２日現在、オンライン署名３,9３４
筆、紙の署名868筆で、前回のCASAレター発行時
から約１,１50筆増加しました。ご協力いただいたみ
なさんありがとうございました。更に署名を拡散し
ていただき、引き続きのご協力をお願いいたしま
す。
③　 泉大津汐見市民共同発電所カイヅカイブキ剪定

作業
３ 月１9日（水）に

カイヅカイブキ剪定
とケーブルを固定す
る結束バンドの留め
直し作業を行いまし
た。当日は、NPO
法人おづ自然エネルギー市民の会のメンバーも参加
し、総勢１１名での作業でした。パネルの下部に日光
が当たりやすくなりました。
イベント出店
①　第42回保険医まつり

剪定作業の様子

作業後の様子

https://www.parep.org/archives/5671
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４ 月19日（土）、20日（日）の ２日間で第42回保険
医まつり（主催：大阪府保険医協同組合）が、大阪
天満橋OMMビル展示場で開催されました。主催者
より組合員、会員の子ども向けのワークショップ開
催のご依頼をいただき、ソーラーカーと風車の工作
教室を出店しました。
２日間でソーラーカー工作に27名、風車工作には

23名の子どもが参加してくれました。ソーラーカー
工作は事前申込み制にさせていただき、20日（日）
は定員いっぱいになりました。

ソーラーカーが走った瞬間の子どもたちの嬉しそ
うな笑顔。その様子を見ていた保護者の方も手をた
たいて喜んだり、「すごいね！よくできたね！」と声
をかけたりする様子に、私たちもうれしくなりまし
た。保護者の方からは、リサイクル材を使用して準
備した材料を手に「部品一つひとつが手作りで大変で
すね」や、子どもが試行錯誤しながら動きを確認して
いる様子を見ながら、「どこがうまくできていて、
どこを直さないといけないのか、自分で考えながら
工夫していくことが大事ですよね」などの声があり、
私たちが進めているコンセプトを理解していただい

たもので、とてもう
れしかったです。今
後もこのようなイベ
ント出店を通じて、
自然エネルギーの良
さやすごさを伝えていきたいと思います。
いのこの里市民共同発電所点灯式
一般社団法人市民共同発電サンサンすいた（以下、

サンサンすいた）と社会福祉法人こばと会が、吹田
市の特別養護老人ホーム「いのこの里」に太陽光発
電設備を設置したことを記念し、 ４月12日に点灯式
を開催しました。
当日は、天候に恵まれ、参加者が約200名という

盛大な式典でした。サンサンすいたの設立準備に協
力させていただいた経緯もあり、当会の和田代表も
参加し、挨拶をさせていただ
きました。
詳しくは市民共同発電サン

サンすいたのホームページをご
覧ください（https://www.
sunsun-suita.org/）。

� 島田和幸（CASAスタッフ）

ソーラーカー工作の様子

できあがったソーラーカー

点灯式の記念写真

挨拶をする和田代表

寄付をいただいた会員の方々　2025年 ３ 月 １ 日～2025年 ４ 月30日（会員番号順　敬称略）

雨宮　隆、岩田　裕、飯田 秀男、池田 直樹、井谷　兌、井上 清仁、石川　隆、植野 伊都子、�
小野島 はるみ、大谷 恒夫、大森　隆、大塚 信之、兼平 裕子、酒井 直彦、島田 知子、�
清水 映夫、中道　滋、谷 智恵子、谷川 清純、田辺 啓平、竹村　久、中島　晃、中村 庄和、�
奈良橋 芳樹、長尾 ゆり、早川 光俊、林　浩二、秀平 吉朗、平川 良信、福井 富久子、�
古畑　等、藤井 健史、堀　文利、増原 直樹、三澤 友子、三澤 陽子、守家　悟、山村 恒年、�
山﨑 義郷、山内 庸行、山本 佐代子、山口 克也、大阪府生活協同組合連合会、株式会社ホウトク

https://www.sunsun-suita.org/

